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山梨県緑化センター跡地活用事業の進捗状況について 

 

令和３年９月 

都市計画課 緑化センター活用推進係 

 

１ （仮称）篠原地区公園の整備について 

  県内における緑化推進の拠点施設であった「山梨県緑化センター」は、県の事業見

直しにより施設廃止の方針が示され、市民等による施設の存続を求める署名が集めら

れたが、平成 26年３月をもって廃止された。 

  市では、施設の存続を求める多くの市民等の要望などから、施設跡地等を取得し、

既存施設の機能と役割を継承するとともに、市内外から人が集う賑わいの交流拠点施

設として整備を計画した。 

  しかし、新型コロナウイルス感染症対策を最優先事項として取り組むこと、また、

感染拡大による市民生活等への影響が甚大かつ長期にわたると予想されることから、

事業計画を白紙撤回した。その後、跡地活用を検討した結果、緑を活かし緑に親しむ

学習拠点、幅広い世代の地域交流拠点となる都市公園「（仮称）篠原地区公園」として

整備することを決定し、令和２年度において、都市公園区域及び都市計画用途変更に

ついて都市計画決定を行うとともに、事業用地として県有地（21,436.68 ㎡）を取得

している。 

  また、令和３年度においては、具体的な公園整備内容について検討するため、市民

の意見を反映するなかで「（仮称）篠原地区公園整備基本計画」の策定を進めるほか、

残りの事業用地である県緑化センター跡地に隣接する民有地（4,115.2 ㎡）の取得に

取り組む。 

 

 

２ (仮称)篠原地区公園整備基本計画の策定について 

（１）目的 

  事業の再検討にあたり、県緑化センター跡地のアイデア募集を行ったところ、市民・

団体、児童生徒等から１，６８０通もの提案が寄せられるなど、事業に対する市民の

関心は非常に高いものとなっている（資料４ページ参照）。 

  (仮称)篠原地区公園の整備について、提案されたアイデアを活用するほか、市民ワ

ークショップ等による市民意見を反映し、市民との合意形成による公園整備を進める

ため、整備基本計画を策定する。 

  なお、委託事業者は、公募型プロポーザルにより公益財団法人山梨総合研究所を選

定し、業務委託契約を締結した。 

 

（２）業務委託内容 

  基本計画策定業務 

    ・条件整理  ・活用アイデアの適性考察  ・市民ワークショップの開催 

    ・基本コンセプトの検討  ・土地利用計画（配置案）の検討 

    ・事業手法の検討及び概算事業費の算出 

資料３ 
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（３）（仮称)篠原地区公園整備基本計画策定業務アドバイザーについて 

  都市計画（都市公園）・まちづくりといった専門知識のほか、市民合意形成について

豊富な経験実績を有するアドバイザーを置き、第三者の立場から計画策定に対する支

援を求める。 

 

  〇 大山 勲（おおやま いさお）氏 【専門分野：景観・空間デザイン、まちづくり】 

・国立大学法人 山梨大学 大学院総合研究部教授  

・市都市計画審議会委員 ・市景観審議会会長 

 

（４）市民ワークショップ 

  多くの提案をいただいた市の将来を担う「子ども」たちの想い（アイデア）を汲み

取った公園づくりを目指し、子どもたちのグループワークによる「こどもワークショ

ップ」と、子どもたちのアイデアをもとに具体的な整備について考察する「大人ワー

クショップ」を次のとおり実施し、市民との協働によるまちづくりを推進する。 

  広報誌、市ウェブサイト、ＳＮＳ等を通じて参加者募集を行ったところであるが、

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「まん延防止等重点措置の対象地域」に指定さ

れたことなどから、開催日を延期しているが、今後の状況によっては実施方法につい

て再検討を行うものとする。 

 

 ●こどもワークショップ（日程変更 ８月８日の開催日から延期） 

  日   時  令和３年９月 20日（月・祝） 午前 10時～午後３時 

  参加対象・人数  市内在住の小学生及び中学生  当初応募者 23人 

  実施概要(案)  ・全国の公園やアクティビティを学ぶ（事例） 

         ・グループワーク(現地で自由散策・遊び、興味・アイデア発掘) 

 

 ●大人ワークショップ（日程変更 ９月９日の開催予定分を 11月 4日に変更） 

  日   程  令和３年９月 30日、10月７日、28日、11月 4日、18日の全５回 

         毎回木曜日 午後７時～９時 

  参加対象・人数  地域団体からの推薦、及び一般公募 合計 25人程度 

  実施概要(案)  ・こどもワークショップの結果報告、活用アイデアの考察 

         ・子ども目線で考える公園施設 

         ・法令・地域課題の整理、市民協働機運の醸成 

 

 

３ 緑化センター跡地の開放について 

（１）目的    施設の現状や公園整備について、広く市民の皆様に知っていただく

ことを目的として、跡地施設の一部を開放する。 

（２）場所    山梨県緑化センター 跡地 中央区画（甲斐市篠原地内） 

（３）開放期間  令和３年７月２日（金）～10月 31日（日）の金・土・日及び祝日 

         時間 午前９時～午後５時  
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 位 置 図  
（仮称）篠原地区公園整備事業計画予定地 

 

凡 例 

R3購入予定地 

 

事業予定区域 

R2取得済 

（県緑化センター跡地） 
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◆県緑化センター跡地活用アイデア募集結果 （広報誌 令和３年４月号 抜粋） 

 

 募集期間  令和２年１１月～令和３年１月 

 募集方法  市広報誌 12月号及び市ウェブサイトに募集記事掲載、市内小中学校 

       及び市内県立高等学校を通じ児童生徒にアイデア募集用紙を配布 

 


